
選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

配点
選定時の
評価点

実績報
告書

現地※

指定管理業務全般を通じた団体等の
総合的な運営方針、考え方

○ 地球温暖化や生物多様性の保全などの環境問題に
加え、少子高齢化、大規模災害への備え、地域の活性
化など非常にデリケートで複雑な諸課題の解決に貢献
する環境創造企業として取り組む。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・来園者へのサービス向上や地域との連携、
安全・衛生面の向上や循環型社会へ貢献活動
を意欲的に行った。

・提案書のとおり概ね適切に運営されており、
アンケートでも好意的な意見が多い。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

公園固有の価値や特性を踏まえた管
理運営方針

〇　事業コンセプトとして「自然と歴史がつむぎあ
う、未来につながる東高根の社づくり」を掲げ、「自
然と遺跡が伝える地域文化の継承」「県民の資産を継
承する地域の連携と協働の拡大」「公園の魅力を向上
させ人を引き付ける公園の強みを発信」「利用促進と
自然保全のバランスを取る質の高い管理運営」「安全
安心を形成する信頼される管理運営」「何度も訪れた
いと感じるパークマネジメントの展開」、これら６つ
の管理運営方針に基づき運営を行う。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・地域団体や近隣住民、ボランティアと協力
してイベントを行った。
・適正な樹木の管理を行った。

・提案書のとおり概ね適切に運営されており、
アンケートでも好意的な意見が多い。
・指定管理者がボランティア団体「東高根グ
リーンパートナーズ」を発足させ、植栽管理や
園内清掃、ワークショップ等を実施したことも
評価できる。引き続き、活動の充実に期待す
る。
・ナラ枯れなどで倒木や落枝などを未然に防ぐ
よう、引き続き、しっかりとしたパトロールの
実施を期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

利用者や地域住民、環境等に配慮し
た管理運営方針

○ 利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方
針として、「来園者にやさしい、誰もが安心して利用
できる公園づくり」「公園隣接者等への情報発信と地
域連携の充実」「安全安心及び衛生環境の向上」「循
環型社会への取り組み」に取り組む。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・今後の保全管理の方向性となる「自然環境
保全ミーティング」を発足させ、討議を３回
実施した。
・施設の清掃及び警備について問題なく行っ
た。

・提案書のとおり概ね適切に運営された。
・「自然環境保全ミーティング」の討議に必要
な植生調査も実施し議論を深めたことも評価で
きる。
・安全安心の向上への更なる取組に期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

業務の一部を委託する場合の考え
方、業務内容等（委託先の選定方
法、県内（地域）企業への委託の考
え方）

○ 日常的な管理作業等は、管理スタッフによるきめ
細やかな対応を行うことを基本とし、法令に基づく業
務、専門技術・資格等を要する業務等は委託すること
とし、県内企業への優先発注を基本とする。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・樹木医や大学教授等専門家に積極的に意見
を貰い、公園の管理運営に反映した。
・パークプロデューサーを設置し、地域主体
のネットワークを形成した。

・提案書のとおり委託先が選定された。
・引き続き、専門家の意見やパークプロデュー
サーの意見を反映した公園の管理運営に期待す
る。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

公園の特性と課題を踏まえた維持管
理の考え方

○ 公園の特性や維持管理上の課題を踏まえ、「シラ
カシ林及び東高根遺跡を保全する植栽管理の推進」や
「湿生植物園やユリ園での植物の保全育成方針の設
定」等、５つの実施方針を設定し、適切な維持管理を
推進する。

・事業計画どおり「自然環境保全ミーティン
グ」を発足させ、討議を３回実施した。

・実施方針を設定し、維持管理の推進の早期実
施が望まれる。

〇 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

施設保守点検業務、小破修繕業務等
の実施方針

○ 施設の長寿命化を基本とし、四半期ごとに実施す
る施設のセルフモニタリングにより施設等の点検を実
施し、その結果に基づき、修繕更新を計画的に実施す
る。また、日常的な巡回パトロールを毎日実施し、施
設の状況を常に把握し、快適に利用できる公園の施設
環境をつくる。

・事業計画どおりセルフモニタリング、日常
パトロールが実施された。
・提案のとおり施設管理カルテの作成、園内
サインのデザイン統一が実施された。

・セルフモニタリングの指摘に速やかに対応し
た。
・見落としがないよう丁寧な日常パトロール実
施が望まれる。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

清掃業務、受付業務、警備業務等の
実施方針

○ 清掃は管理基準に合わせて計画的に実施していく
と共に、汚れていたら清掃することを基本に、いつ来
てもキレイで清潔と言われるレベルを目指し、利用者
が多い時期は、清掃の巡回頻度を上げて対応する。
○ 受付対応では常に清潔な環境を心掛け、公園のイ
ンフォメーション機能として正確な情報をいつでも発
信できる体制とし、また、ホスピタリティのある接遇
対応を基本とし、接遇マナー研修等を実施すること
で、接客スキルの向上を図る。
○ 警備員による人的巡回を毎日行い、公園のセキュ
リティレベルを上げ、犯罪を発見した場合は、連絡体
制により現場に駆け付け、警察への対応を行う。

・提案に基づき、トイレのリフレッシュ清掃
が実施された。
・事業計画どおり、接遇研修を全員受講する
などサービス向上に努めた。
・警備員による夜間巡回警備を毎日実施し
た。

・提案書のとおり概ね適切に運営されている。
・利用者のサービス向上や安心安全に寄与する
取組を、引き続き、継続することを期待する。
・利用者満足度調査の結果より、利用者の満足
度が高い割合が８割占めており、次年度も継続
することを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

樹林地や草地管理、樹木、芝生、草
花などの植物管理業務等の実施方針

○ 有識者を座長とする「自然環境保全ミーティン
グ」を発足して植生調査等を行い、今後の保全管理の
方向性となる「東高根森林公園保全管理指針」を作成
して、ゾーンごとの特性と課題をふまえ、ボランティ
アとも連携しながら、保全管理を進める。

・事業計画どおり自然環境保全ミーティング
を発足し、３回の討議が実施された。

・討議内容が、今後の維持管理等に活用される
ことを期待するとともに、実施方針を設定し、
維持管理の推進の早期実施と、自然環境保全
ミーティング結果を反映した管理運営に期待す
る。

〇 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

(3)
利用促進の取
組 10 8

公園の特性や利用状況(繁忙期・閑
散期等)、新しい生活様式などの社
会状況に応じて、多くの利用を図る
ために実施する事業の実施方針、内
容等（有料施設は除く）

○ 多くの人に利用される魅力ある公園に向けて、
「公園の環境を活かした利用促進」「健康志向のアク
ティブな利用促進」「公園特性を活かした利用促進」
など５つの方針のもと、年間を通じた様々なイベント
を、多種多様な主体との連携と協働を基本として実施
する。

・公園自然体験、花育教室、ボタニカルアー
ト教室、芝生でヨガ体験、パラスポーツ体
験、ポールウォーキング教室、田んぼの教
室、フォトコンテスト等が提案どおり実施さ
れた。
・収穫体験イベントを計画していたが、雨天
のため実施できなかった。

・ヨガ体験やポールウォーキング教室など、希
望者全員が参加できていない人気イベントは、
開催回数を増やす等の対応が望まれる。
・天候不良のため中止となった収穫イベントの
代わりに、屋内でクラフト体験教室を急遽実施
するなど、利用者目線に立った対応は評価でき
る。引き続き、イベントの充実に期待したい。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

選 定 基 準 別 提 案 内 容 と 事 業 実 績 の 確 認

施 設 名

指定管理者名

施設所管課

審査（評価）の視点
(Ｃ)

提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和４年度の事業実績
(Ｅ)

評価項目

東高根森林公園

株式会社石勝エクステリア

令和４年４月１日～令和９年３月31日

都市公園課（横浜川崎治水事務所川崎治水センター）

指定期間

Ⅰ

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

5

(2) 施設の維持管理

(1)
基本姿勢及び
管理運営方針

指定管理業務実施にあたっ
ての考え方、運営方針等

利用促進のための取組、利
用者への対応、利用料金

都市公園施設
及び植物の維
持管理業務の
実施方針

10 9
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選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

配点
選定時の
評価点

実績報
告書

現地※

審査（評価）の視点
(Ｃ)

提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和４年度の事業実績
(Ｅ)

評価項目

有料施設における利用者増及びサー
ビス向上に資する事業の実施方針、
内容

○　駐車場の運営について、季節による繁忙期、土日
祝日やイベント開催時は、公共交通機関利用の呼びか
け、正面入り口の混雑緩和に取り組む。
○　来園者の熱中症予防や利便性の向上を目的に自動
販売機を設置する。

事業計画どおり適切に実施された。
・適時交通誘導員を配置し、交通渋滞を未然
に防いだ。
・６台の自動販売機を設置した。

・提案書のとおり、引き続き、道路の渋滞を発
生させないよう交通誘導員の適切な配置を期待
する。
・自動販売機に災害救援ベンダー機能の装備や
公園用ラッピングが実施された。

〇 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

多くの利用を図るために行う広報・
情報発信の工夫等

○　「広報担当スタッフ」を専任し、広報業務を強化
すると共に、公式WEBサイトのリニューアルや周辺施設
との連携や、周辺地域で実施されるイベントへの参加
等、外部への情報発信を積極的に実施する。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・広報担当スタッフを選任し、HPのリニュー
アルを実施した。
・周辺地域で実施されるイベントに参加し、
情報発信を実施した。

・公園HPのリニューアルにより、アクセス数が
増加した。
・周辺地域のイベントへのさらなる参加やSNSで
の情報発信にも期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

公園の特性をより効果的に活かすた
めに行う自主事業の内容等

○　来園者の利便性と楽しめる賑わいを提供するた
め、パークセンター内や園内広場等で軽食やソフトド
リンク等の提供を、自主事業で行う。

・キッチンカーやカフェでの飲食提供はイベ
ント時に試行的に実施された。

・令和４年度の試行を経て、事業計画どおり自
主事業のルール作成等を進め、提案が実施され
ることが望まれる。

〇 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

利用料金の設定、減免の考え方（有
料施設がある場合のみ）

○　該当なし。

接客や利用者との対話、公園利用
ルールの利用者への助言、指導等の
考え方

○　子どもからお年寄りまで、誰もが安心して安全に
利用できる公園運営を目指して、全てのスタッフがお
もてなしの意識を持って公園運営を行う。来園者との
接点や、コミュニケーションを大切に考えたホスピタ
リティ溢れる接客や対話を行い、地域に愛される公園
運営を行う。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・公園利用者が使用しやすいパークセンター
を目的に情報発信方法やレイアウトを検討・
実施した。
・利用者が声をかけやすいように、スタッフ
のユニフォーム着用を徹底した。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・引き続き、情報発信方法やレイアウトの検討
を行い、利用者が利用しやすいパークセンター
であり続けることを期待する。
・引き続き、利用者に親しみやすいスタッフで
あり続けることを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

サービス向上のために行う利用者
ニーズ・苦情の把握及びその内容の
事業等への反映の仕組み等

○　実績に基づく様々な手法で利用者ニーズを収集・
分析して｢利用実態｣、「利用意向」、「利用者属性」
等を把握する。収集した情報は県と共有を図り、迅速
性と公平性に留意しつつ対応策を検討し、優先順位を
明確にした上で管理運営に反映する。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・利用者数や駐車台数をカウントし、公園利
用の実態を検討するとともに、アンケートや
園内ボランティアとの意見交換会を実施し、
情報収集を行った。
・隣接地からの剪定、除草に関する要望が数
件あったが、速やかに対応した。

・アンケート調査等の結果がサービス向上に繋
がることを期待する。
・引き続き、利用者からの要望に対し、迅速か
つ丁寧に対応することを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

外国人、障がい者、高齢者等誰もが
円滑に施設利用するための、コミュ
ニケーションにおける工夫及び必要
に応じた支援の方針

○　外国人への配慮として、外国語版公園マップや基
本のQ&Aマニュアルを作成するほか、「ともに生きるか
ながわ憲章」の趣旨を踏まえ、来園された際に安心し
て利用しやすく、気軽に憩える環境を整える。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・バリアフリーを活用し、車いす利用者向け
のルートマップを作成した。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・引き続き、障がい者が安心して利用しやすい
公園を目指す取組を期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

神奈川県手話言語条例への対応
○　神奈川県手話言語条例を踏まえ、当団体の手話に
対する意識を向上させる研修などを行う。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・職員の手話研修を実施した。
・筆談機を設置した。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・引き続き、研修の実施などを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

指定管理業務を行う際の公園の特性
を踏まえた事故防止等の取組内容

○　安全管理マニュアルを整備し、事故の未然防止を
図るほか、日常の巡視をはじめ、定期的なセルフモニ
タリングによる点検、安全パトロール、安全大会等、
本公園の特性を踏まえた安全安心を第一に考えた公園
運営を徹底して行う。

・マニュアル整備や点検等が事業計画どおり
適切に実施された。

・事故の未然防止に繋げることが望まれる。 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

樹林地の過密化や巨木化等に起因す
る災害を未然に防止する点検等の考
え方

○　これまでの自然地管理での経験と知識、技術を駆
使し、定期的に樹林地に入り、点検を実施するととも
に、必要に応じて樹林地の育成という観点での識者や
樹木医等からの意見も参考にしながら、多面的な取組
により、樹木による事故や災害を未然に防ぐ。

・樹木医のよる診断が事業計画どおり適切に
実施された。

・倒木や落枝による公園利用者への事故の未然
防止に繋げることが望まれる。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

事故・不祥事等の緊急事態が発生し
た場合や安全管理の妨げとなりうる
事案を認知した際の対応方針（対応
方針には、利用者に外国人や障がい
者、高齢者が含まれていた場合を含
む）

○　緊急時の対応方針として、事故や不祥事が発生し
た場合は、来園者及び利用者の安全確保を第一に迅速
な対応を行うと共に、二次災害を防止する対応や、的
確な報告と関係機関への情報共有を図る。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・安全管理マニュアルの作成を行った。
・地域住民・関係機関との連携を図るため
に、日ごろの関係構築を進めた。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・引き続き、安全管理マニュアルの点検や実施
を適切に行うとともに、地域住民等との関係を
強めていくことを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

急病人等が生じた場合の対応
　救急救命士等の配置、救命に関す
る職員研修等

○　急病人の対応は、危機管理マニュアルを備え、訓
練することにより適切な対処を行う。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・安全管理マニュアルの作成を行った。
・定期的なセルフモニタリングを実施した。
・５月と２月に維持管理作業中に管理車両を
破損する事故があった。再発防止協議会を実
施し、再発防止に努めた。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・救急時に円滑に対応できるよう、安全管理マ
ニュアルを遵守するとともに、セルフモニタリ
ングを定期的に実施してもらいたい。
・引き続き、事故などが発生しないよう丁寧な
作業を心掛けてもらいたい。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

新型コロナウイルス等の感染症に対
する対応方針

○　新型コロナへの対応については、パークセンター
では、自動検温機材の設置、接触個所の適宜消毒等を
徹底する。園内各所では、感染症対策としてのマスク
着用、ソーシャルディスタンスへの配慮について、園
内放送や提示等を実施する。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・感染拡大防止マニュアルを作成し、適切に
感染症対策を実施した。

・提案書のとおり適切に対応されている。
・今後、新型コロナウイルス感染症に係る特別
な対応を行う際は、マニュアルを活用し適切に
対策を行うことを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り
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選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

配点
選定時の
評価点

実績報
告書

現地※

審査（評価）の視点
(Ｃ)

提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和４年度の事業実績
(Ｅ)

評価項目

異常気象（大雨、台風、熱中症ア
ラート等）への対応方針（事前、初
動、発生時、応急復旧時）

○　大雨や洪水、台風などの気象災害に対してはタイ
ムラインによる事前の備え、初動から発生時、解除後
の応急復旧・報告の各段階を迅速かつ適切に対応す
る。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・災害時の具体的な行動マニュアルを作成
し、定期的な訓練を行った。

・事業計画の注意報発令時の巡回や注意喚起が
不十分な点があった。
・当該年度の反省点を踏まえ、適切に対応する
ことを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

公園の「震災時対応の考え方」に示
す初動体制等への対応

○　震災時には、県の「震災時対応の考え方」に沿っ
た行動を基本とし、指定管理者として求められる対応
を実行する。また、団体本部に「本部災害対策本部」
を開設し、情報収集と支援体制を構築し、公園で行う
応急活動を指定管理者の使命として対応する。

・令和４年度該当なし 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

大規模災害発生時の公園の特性、立
地状況等に応じた災害対応の考え方
（地域との連携、防災訓練、災害発
生時の協力等）

○ 本公園は広域避難場所に指定されており、平常時に
おける防災意識向上が重要であることから、地域と連
携した防災講演会や防災イベントの開催、防災に関す
る訓練・研修等を行う。

・天候不良により防災関連イベントが中止と
なった。

・地元自治会の防災訓練に合わせたイベント
で、次回は翌年度に実施する予定。今後は防災
関連イベントの充実に期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

多様な主体（地域人材、自治会、関
係機関）との連携、協力体制の構築
等の取組内容

○　地域・各種団体との連携と協働を管理運営の基本
に置き、これまでの東高根森林フォーラム等のボラン
ティア意見交換会や自治会・町内会連絡協議会の継承
と発展を進める。

・ボランティア意見交換会、自治会・町内会
連絡調整会議が実施された。

・新型コロナウイルス感染症の影響で限られた
連携、協力先となったため、今後更に関係団体
が増え、地域との連携を継続していくことに期
待する。

〇 〇 〇
・月例報告
・聞き取り

ボランティア団体等の育成・連携、
協働の取組内容

○　園内ボランティアを指定管理事業の大切なサポー
ターとして位置付け、持続的なボランティア活動とな
るよう活動に参加する方々の「やりがい」を醸成して
いく。また、「楽しむ・理解する・体験する・参加交
流する」を基本方針とし、地域のボランティア活動の
発展に取り組む。

・園内ボランティアを発足し、清掃や花壇の
手入れなどの活動が月４回程度行われた。

・今後は、提案されたテーマ別ボランティア活
動やボランティアそのものを育てていく取組の
実施が望まれる。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

周辺施設（他の公園・施設等）との
交流・連携の内容

○　当団体が指定管理者として、「川崎市緑化セン
ター」や「川崎国際ゴルフ場」などを中心とした相互
情報共有をはじめ、市散策道「長尾の散歩道」や「平
瀬川健康ウオークロード」等をフル活用し、県民の
方々の健康増進と更なる地域への愛着を促進するな
ど、市内の施設や近隣の公園との連携に積極的に取り
組む。

・川崎市緑化センターや近隣福祉施設と連携
したイベントが開催された。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、市内の施設等との連携に期待す
る。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

地元企業への業務委託等による迅速
かつきめ細かいサービスの提供に向
けた取組内容

○　業務委託を行う場合には、地域企業への活用を最
優先に考え、きめ細かいサービス提供に向けた取組を
行う。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・積極的に地元企業へ業務委託を行い、地元
との連携交流を促進した。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、きめ細かいサービス提供に向け、
地域企業への活用を最優先にした取組を期待す
る。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

指定管理業務を実施するために必要
な団体等の企業倫理・諸規程の整
備、施設設備の維持管理に関する法
規や労働関係法規などの法令遵守の
徹底に向けた取組の状況（労働条件
審査の実施予定など施設職員に係る
労働条件の確認の有無を含む）

○　「行動基準」や「コンプライアンスマニュアル」
の策定・周知、「コンプライアンス協議会」を設置
し、全体方針や目標の策定・共有、グループ各社にお
ける取組の推進・モニタリング等を実施している。
○　社内に安全推進委員会を設置し、事故等の発生が
あれば、徹底的な原因究明を行い、再発防止策を検討
する。

事業計画どおり適切に実施された。
・コンプライアンスに関連する研修を実施し
た。
・定期的に本部によるセルフモニタリング及
びコンプライアンスチェックを行った。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、コンプライアンス研修やセルフモ
ニタリング等の実施を期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

指定管理業務を行う際の環境への配
慮の状況

○　「指定管理事業における環境負荷低減のアクショ
ンプラン」「循環型社会への取組み 「かわさきチャレ
ンジ・３Ｒ」の推進」「緑を使ったこどもへの環境教
育」等に取り組む。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・植生管理時に出た落ち葉等を活用した堆肥
作りや子供向けの環境学習を実施した。

・提案されたこどもへの環境教育の充実に期待
する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

法定雇用率の達成状況等、障害者雇
用促進の考え方と実績

○　障害者の雇用状況については、法定雇用率は未達
成となっている。障害者雇用は人材派遣会社を通じて
採用活動を行っている。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・法定雇用障がい者数を達成していない。
・清掃等の軽作業の一部を地元の社会福祉団
体に委託した。
・障がい者施設で生産された物品をイベント
時に販売する機会を設けた。

・概ね提案書のとおり適切に運営されている。
・法定雇用障がい者の採用活動を行い、達成に
向け努めていることを期待する。
・引き続き、地元の社会福祉団体への委託や、
障がい者施設で生産された物品の販売などの取
組の継続を期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

障害者差別解消法に基づく合理的配
慮など、「ともに生きる社会かなが
わ憲章」の主旨を踏まえた取組

○　障害者差別解消法及び「ともに生きる社会かなが
わ憲章」の制定主旨を踏まえ、来園された際に安心し
て利用しやすく、気軽に憩える環境を整える。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・バリアフリーを活用し、車いす利用者向け
のルートマップを作成した。
・職員の手話研修を実施した。
・筆談機を設置した。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、障がい者が安心して利用しやすい
環境づくりに努めるとともに、研修等の実施を
期待する。
・合理的配慮の提供は、令和６年４月から事業
者に義務化されるため、積極的に研修を受講
し、現場へ反映することを期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

神奈川県手話言語条例への対応
○　ろう者とろう者以外の人が共存できる地域社会の
実現を目指し、意思疎通の言語となる手話の普及に努
める。

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・職員の手話研修を実施した。
・筆談機を設置した。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、障がい者が安心して利用しやすい
環境づくりに努めるとともに、研修等の実施を
期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

社会貢献活動等、ＣＳＲの考え方と
実績、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目
標）への取組

○　以下について取り組む
・地域のふれあいと健康づくりとしての場の開放
・自然環境を活用した環境学習等の開催
・各種講習会等における女性講師の登用

概ね事業計画どおり適切に実施された。
・多数のイベントを開催し、地域のふれあい
と健康づくりとしての場の開放を行った。
・女性講師をお招きしてヨガ等のイベントを
行った。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、地域のふれあいと健康づくりに資
するイベントや環境学習等SDGｓにかかる取組を
期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り
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選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

配点
選定時の
評価点

実績報
告書

現地※

審査（評価）の視点
(Ｃ)

提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和４年度の事業実績
(Ｅ)

評価項目

募集開始の日から起算して過去３年
間の重大な事故または不祥事の有無
ならびに重大な事故等があった場合
の対応状況及び再発防止策構築状況

○　過去３年間の重大な事故・不祥事はない。 ・重大な事故・不祥事はない。

・提案内容のとおり（業務の基準及び提案書の
とおり）適切に運営している。
・引き続き、重大な事故や不祥事を起こさない
よう努めてもらいたい。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

個人情報保護についての方針・体
制、職員に対する教育・研修体制及
び個人情報の取扱いの状況

○　関係法令並びに「神奈川県個人情報保護条例」に
基づき、適正かつ確実な情報の管理及び運用を行う。

事業計画どおりマニュアルが作成された。
・個人情報管理マニュアルを作成した。
・個人情報に関する研修を実施した。

・提案書のとおり適切に運営されている。
・引き続き、個人情報の適正かつ確実な管理を
期待する。

〇 〇
・月例報告
・聞き取り

※「事業実績の確認方法(Ｇ)」欄のうちの「現地」の欄は、「指定期間 令和４年度の事業実績（Ｅ）」欄の実績を現地で確認したことを示すもの。

Ⅲ
　
団
体
の
業
務
遂
行
能

力
事故・不祥事
への対応、個
人情報保護

5 4(7)
事故・不祥事への対応、個
人情報保護



（写真③） （写真④）

ヨガ教室 キッチンカー試行

１号池 古代芝生広場

施設所管課 都市公園課（横浜川崎治水事務所川崎治水センター）

※施設の概要が分かる写真を３～４枚程度掲載

（写真①） （写真②）

選定基準別提案内容と事業実績の確認
（施　設　写　真）

施 設 名 東高根森林公園

指定管理者名 株式会社石勝エクステリア

指定期間 令和４年４月１日～令和９年３月31日
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